


日本が欧米諸国と肩を並べられる内容の法制度を

として、鉄骨をれんがで被覆した梁や、１階中央



　明治23年（1890）から
昭和22年（1947）まで使
用されていた法服の複製品
を展示しています。法服の
黒色はこれ以上何にも染ま
らないという「公正の象徴」
を表しています。
　唐草模様の刺繍は、紫色
が裁判官、赤色が検察官、
白色が弁護人であり、裁判
官と検察官の胸元にだけ官
職の証である「桐の紋」の
刺繍が施されています。

と同じものを展示しています。



生かし、明治新政府の一員となり、頭角を現していきます。










